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任意継続制度に係る組合員短期原票等の様式の制定等について

昭和49年 6月25日 蔵計第2323号

大蔵大臣から各共済組合代表者あ

て通達

改正 平成14年 9月30日財計第2329号

同 15年 3月31日同 第 911号

昭和４２年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法

律等の一部を改正する法律（昭和４９年法律第９４号）により国家公務員共済組合法

（昭和３３年法律第１２８号）の一部が改正され、任意継続制度が創設されたが、こ

れに伴い国家公務員共済組合法施行規則（昭和３３年大蔵省令第５４号。以下「施行

規則」という。）第１３１条第１項の規定に基づく任意継続制度に係る組合員短期原

票等の様式及び任意継続組合員となるための申出をした者に対する任意継続掛金の払

込期日等の告知について下記のとおり定めたので、その実施にあたつては遺漏のない

よう処理されたい。

記

第１ 施行規則第１３１条第１項の規定に基づく様式について

任意継続制度に係る組合員短期原票、被扶養者申告書、組合員証等再交付申請書

、遠隔地被扶養者証交付申請書、基準収入額適用申請書、限度額適用・標準負担額

減額認定申請書、特別療養証明書交付申請書、特別療養給付管理台帳及び特別療養

証明書整理簿（以下「任意継続制度に係る原票等」という。）は、施行規則に定め

られている別紙様式第９号、別紙様式第１０号、別紙様式第２４号、別紙様式第２

４号の３及び別紙様式第２４号の４のそれぞれの様式の表面最上欄右側の余白に

「○」の表示をした様式をそれぞれ任意継続制度に係る原票等の様式とし、組合員任

証整理簿、遠隔地被扶養者証整理簿、高齢受給者証整理簿、標準負担額減額認定証

整理簿及び限度額適用・標準負担額減額認定証整理簿の様式は、それぞれ別紙の様

式１から様式５までのとおりとする。

第２ 任意継続組合員となるための申出をした者に対する任意継続掛金の払込期日等

の告知について

任意継続組合員となるための申出をした者に対しては、その者の任意継続掛金の

払込期日と、当該掛金がその払込期日までに納付されないときは、任意継続組合員

の資格を喪失することとなる旨の注意事項を記載した書面を交付することなどによ

り、任意継続組合員の資格を継続使用とする意思があるにもかかわらず、その者の

不注意により当該掛金が払込期日までに払い込まれないことによりその資格を喪失

するような事態が生じないよう十分配意すること。

附 則（平成１４年９月３０日財計第２３２９号）

この改正は、平成１４年１０月１日から適用する。

附 則（平成１５年３月３１日財計第９１１号）

この改正は、平成１５年４月１日から適用する。
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（別紙）

様式１

任組 合 員 証 整 理 簿 ○

組合員証 交 付 有効期限 資格喪失 返納又は亡
組合員氏名 受領印 備 考

記号番号 年月日 年 月 日 年 月 日 失 年 月 日

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 ４とする。A
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様式２

任遠隔地被扶養者証整理簿 ○

返納又は
遠隔地被扶養 被扶養者 交 付 受領 有効期限 資格喪失

組合員氏名 亡失 備考
者証記号番号 氏 名 年月日 印 年 月 日 年 月 日

年月日

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 ４とする。A
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様式３

任高 齢 受 給 者 証 整 理 簿 ○

高 齢 受 給 者 一部負 返納又
組合員証 交 付 受領 有効期限 資格喪失

組合員氏名 氏 名 及 び 担金の は亡失 備考
記号番号 年月日 印 年 月 日 年 月 日

生 年 月 日 割合 年月日

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 ４とする。A
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様式４

任標 準 負 担 額 減 額 認 定 証 整 理 簿 ○

組合員証 減額対象者 交 付 受領 有効期限 資格喪失 返納又
組合員氏名 は亡失 備 考

記号番号 氏 名 年月日 印 年 月 日 年 月 日 年月日

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 ４とする。A
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様式５

任限度額適用・標準負担額減額認定証整理簿 ○

適 用 者 返納又
組合員証 適用 交 付 受領 有効期限 資格喪失

組合員氏名 氏 名 及 び は亡失 備考
記号番号 区分 年月日 印 年 月 日 年 月 日

生 年 月 日 年月日

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

年 月 日生

「適用区分」欄には、適用対象者が国家公務員共済組合法施行令第１１条の３の５

第２項第４号に掲げる者である場合は「Ⅰ」と、同項第３号に掲げる者である場合は

「Ⅱ」と記載すること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 ４とする。A


